
月 日
曜
日

会場
（総合福祉会館）

受付時間 スマホ申告支援会場 受付時間

16日 月 ３階　３０１研修室
9時～12時

13時～15時30分

17日 火 同　　上 同　　上

18日 水 同　　上 同　　上

19日 木 同　　上 同　　上

20日 金 同　　上 同　　上
若狭野多目的
研修センター

9時30分～12時
13時～15時

24日 火 同　　上 同　　上 矢野公民館
9時30分～12時
13時～15時

25日 水 同　　上 同　　上

26日 木 同　　上 同　　上

27日 金 同　　上 同　　上

2日 月 ３階　３０１研修室
9時～12時

13時～15時30分

3日 火 同　　上 同　　上

4日 水 矢野公民館
9時30分～12時
13時～15時

5日 木
若狭野多目的
研修センター

9時30分～12時
13時～15時

6日 金 東部公民館
9時30分～12時
13時～15時

9日 月 ３階　３０１研修室
9時～12時

13時～15時30分

10日 火 同　　上 同　　上

11日 水 同　　上 同　　上

12日 木 同　　上 同　　上

13日 金 同　　上 同　　上

16日 月 同　　上 同　　上

（注） １

２

３

令和８年申告会場について

　申告受付期間中（2月16日～3月16日）の申告受付の日程は下記のとおりです｡
　市役所「税務課窓口」での申告受付はできませんので、必ず下記の会場にて申告し
ていただきますようご協力をお願いいたします。
　また、３月４日～３月６日はスマホ申告支援のみとなりますので、従来の申告受付を希
望の場合は、総合福祉会館へお越しください。（スマホ申告支援の詳細は裏面へ）

申　告　受　付　会　場　日　程　表

スマホ申告支援会場受付日につき
総合福祉会館では受付していません

スマホ申告支援会場受付日につき
総合福祉会館では受付していません

スマホ申告支援会場受付日につき
総合福祉会館では受付していません

申告受付期間中は、上記の会場以外では市職員による申告受付はできません。

総合福祉会館が開館日であっても、上記日程以外は申告受付を実施していませんのでご注意く
ださい。

国民健康保険、後期高齢者医療保険にご加入の方及び公営住宅にご入居の方は、所得の有無
にかかわらず必ず申告してください｡（保険料や家賃の算定に影響します。）

2月

3月



◆◆◆出張会場ご来場予定の皆様へ

　矢野公民館、若狭野多目的研修センター、東部公民館の出張会場では、従来の

確定申告窓口受付方式から皆様が持参したスマートフォンにより、国税庁ホーム

ページから確定申告ができるようスマホ申告支援方式に変更になります。

　なお、総合福祉会館での確定申告は、従来どおり窓口受付方式で実施します。

◆◆令和７年分確定申告を出張会場で希望される場合にご準備いただくもの

①　通信サービスを利用中でマイナンバーカード読取対応のスマートフォン

②　マイナンバーカード

③　マイナンバーカードのパスワード

　　利用者証明用電子証明書の暗証番号（４ケタ）

　　署名用電子証明書の暗証番号（６～16ケタ）

④　確定申告に必要な書類（源泉徴収票、各種の控除証明書など）

⑤　e-Taxの利用者識別番号と暗証番号　※お持ちの方のみ

【問合せ先】相生市税務課市民税係（TEL　23-7128）

～マイナンバーカードをお持ちでない方は、是非お申し込みください～

【問合せ先】相生市市民課市民係（TEL　0791-23-7129）

相生市役所１号館１階2番窓口でも相談・申込みできます

確定申告窓口受付からスマホ申告支援に変更


